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役場・その他の機関から 

内           容 問い合わせ・連絡先 

お
知
ら
せ 

 
仮設焼却施設周辺 
空間線量の測定結果 

 
 村仮設焼却炉監視委員会は、毎週金曜日に仮設焼却施設周辺の空間線量を測定
しています。４月10日(金)に測定した結果は下表のとおりです。測定結果と関連
ファイルは、村および環境省のホームページで公表しています。 

[μSv/h] 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
測
定
値 

測定箇所 測定値 

仮設焼却炉入口 0.09 

青生野小学校 0.10 

朝日山登山道入口 0.09 

青生野肥育組合 0.11 

鹿角平観光牧場 0.07 
  

 
村地域整備課環境係 
 49-3196 
 

 
農産物の 
放射性物質分析を 
受け付けています 

 
村は、放射性物質分析機器を使用した農産物などの分析を受け付けています。

分析できる検体は、村内で生産および採取された農産物です。 
飲用水については、引き続き地域整備課に申し込んでください。 

■受付場所 役場農林課 
■受付時間 平日(土・日曜、祝日除く)の９時から17時まで 
■搬入方法 農産物は500㌘(約３合)をビニール袋に入れて持参してください。分析

料は無料です(平成28年３月31日まで)。  

 
村農林課農政係 

 49-3114 
 

 
手・まめ・館は 
夏季営業時間に 
変わりました 

 
村農産物加工・直売所「手・まめ・館」は、４月１日(水)から９月30日(水)ま

での間、９時から18時30分まで営業します。ぜひ、利用してください。 
なお、喫茶店は引き続き、10時から18時までの営業となります。 

■営業時間 ▼ 直売所…９時～18時30分 ▼ 喫茶店…10時～18時  

 
村農産物加工・直売所 
｢手・まめ・館｣ 
 49-2556 

 
高齢者肺炎球菌ワ
クチン定期予防接
種費用を一部助成
します 

 
村は、肺炎球菌による肺炎を予防する「高齢者肺炎球菌ワクチン」の接種費用の

一部を助成します。希望する人は、医療機関と相談した上で接種してください。 
■対象者 村に住所があり、なおかつ居住している人で、平成27年度中に満65
歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる、もしくは100
歳以上で過去５年以内にワクチンを接種していない人 

■助成金額 ４千円 ※申請がない場合は、全額自己負担になります。 
■接種期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日 
■医療機関 県内医療機関 
■接種方法 ①助成申請書を役場住民福祉課健康係に提出する②村から受診券、
予診票、接種済証の発行を受ける③医療機関へ電話予約する④受診券、予診票、
接種済証、保険証などを持参して医療機関で接種する 

■その他 対象者以外の65歳以上で５年以内に接種していない人は任意で接種
できます。その際も接種費用の一部を助成します。詳しくは、役場住民福祉課
健康係に問い合わせてください。  

 
村住民福祉課健康係 

 49-3112 
 

 
建築物の工事には 
届け出が必要です 
 

 
建築物を「新築」「増築」「改築」「移転」「取り壊し」をする場合は、事前に届

け出が必要です。届け出は、建築基準法で定められていますので、必ず届け出し
てください。すでに新築や増築などをした人は早急に届け出をしてください。 
■建築物とは 屋根があり、屋根を支える柱や壁がある建物です。住宅以外の建
物であっても屋根があり、柱や壁があれば建築物です。 
【例】畜舎・堆肥舎・車庫など 
■届け出が必要な建築物 10平方メートル以上の建築物 
■届け出先 役場地域整備課  

 
村地域整備課建設係 
 49-3116 
 

相
談 

 
原発事故損害賠償請求 

相談窓口を開設 

 
東京電力株式会社は、原発事故により受けた損害に対する賠償請求などについ

ての相談窓口を開設します。請求書の作成もできますので、相談してください。 
■日時 ４月23日(木)、５月14日(木)10時～16時 
■場所 役場２階「正庁」 
■説明者 東京電力株式会社郡山補償相談センター社員  

 
東京電力株式会社郡山補
償相談センター 
 0120-763-030  
村農林課農政係 
 49-3114 

募
集 

 
平成27 年度高齢者講座 

社会学級 

参加者募集 

 
高齢者が自主的学習や集団での活動を通し、生きがいや充実した生活を見出す

とともに、急激に変化する社会に順応できる力を養うことを目的に実施します。 
■対象 60歳以上の村内居住者 
■開催期間 ５月から12月まで(年７回開催) 
■内容 自主学習(創作活動)、村外視察研修など 
■経費 学習に必要な材料費などは参加者の負担となります。 
■申し込み 参加申込書を４月30日(木)までに村公民館へ提出してください。  

 
村教育委員会教育課 
(村公民館) 
 49-3151 
FAX 49-3152 
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仮
設
焼
却
施
設
周
辺
の
測
定
値 

測定箇所 測定値 

施設東側 120ｍ 0.10 

施設南側 120ｍ 0.13 

施設西側 120ｍ 0.13 

施設北側 120ｍ 0.15 

仮置場看板付近 0.09 

石久保線起点 0.13 

石久保線終点 0.14 

和協管理棟付近 0.13 

 


